
徳島市監査委員告示第１６号

平成２６年度に実施した定期監査に係る結果報告に基づき、措置を講じた旨の通

知が徳島市長等から別紙のとおりあったので、地方自治法第１９９条第１２項の規

定により、当該通知に係る事項を公表する。

平成２７年５月１日

徳島市監査委員 久米川 文 男
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消 総 発 第 １６３ 号 

平成２７年 ４月 ６日 

 

徳 島 市監査委員  殿 

 

徳 島 市 長  原  秀 樹 

 

平成２６年度定期監査結果に基づき次のとおり措置を講じたので、地方自治法第１９９条第

１２項の規定により通知します。 

 

監査の結果（平成２７年３月３０日報告分）に基づく措置状況 

消防局 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

１ 支出事務 

 ⑴ 物品購入において、契約書又は請書が

作成されていないものがあった。 

 

 今回の指摘を受け、直ちに請書を作成しま

した。今後は徳島市契約規則に基づき、適正

に処理を行います。 

２ 財産管理事務 

 ⑴ 公有財産台帳(副本)が整理されていな

いものがあった。 

 

今回の指摘を受け、直ちに公有財産台帳（副

本）を整理しました。今後は公有財産規則に

基づき、適正に処理を行います。 

 


